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Ⅰ
　
は
じ
め
に

筆
者
は
、
現
在
、
本
誌
に
お
い
て
、
別
稿
と
し
て
、「
住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
―
ド
イ
ツ
の
裁
判
例

を
素
材
と
し
て
判
断
枠
組
み
の
再
構
成
を
模
索
す
る
―
」
と
題
す
る
論
説
を
分
割
連
載
す
る
作
業
を
進
め
て
い
る
（
1
）。

具
体
的
に
は
、
わ
が
国
の
居
住

を
目
的
と
す
る
借
家
権
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
の
住
居
使
用
賃
借
権
を
対
象
と
し
、「
住
居
を
め
ぐ
る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一

断
面
」
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
住
居
使
用
賃
借
権
の
存
続
保
護
と
い
う
法
領
域
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
五
七
三
条
二

項
二
号
に
関
す
る
裁
判
例
、
す
な
わ
ち
、
賃
貸
人
の
「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
す
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
の
判
断

枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
日
本
法
の
判
断
枠
組
み
の
再
構
成
の
方
向
性
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
作
業
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
端
緒
的
に
一
考
察
す
る
と
こ
ろ
の
法
領
域
、
す
な
わ
ち
、
住
居
の
転
貸
借
を
め
ぐ
る
法
領
域
も
ま
た
、「
住
居
を
め
ぐ

る
所
有
権
と
不
動
産
利
用
権
と
の
法
的
関
係
の
一
断
面
」
を
表
す
も
の
と
理
解
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
領
域
に
お
い
て
は
、
住
居
の
所

有
権
者
で
あ
る
賃
貸
人
が
、
賃
借
住
居
の
全
体
な
い
し
一
部
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
す
る
と
い
う
転
貸
権
限
を
賃
借
人
に
認
め
る
か
否
か
に
つ
き
、

原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
、
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
と
し
て
も
そ
の
例
外
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
基
本
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
法
の
状
況
に
目
を
転
じ
る
と
、
周
知
の
よ
う
に
、
ま
ず
、
民
法
六
一
二
条
は
、
賃
借
人
に
賃
貸
人
の
承
諾
を
得
な
い
賃
借
物
の
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転
貸
を
禁
じ
（
一
項
）、
そ
の
う
え
で
、
賃
借
人
が
無
断
転
貸
を
し
た
と
き
は
賃
貸
人
に
契
約
の
解
除
権
を
認
め
て
い
る
（
二
項
）。
こ
の
民
法
六
一

二
条
は
、
民
法
典
制
定
後
、
今
日
ま
で
、
特
別
法
に
よ
る
直
接
の
改
正
・
修
正
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
基
本
的
に
、
そ
の
効
力
を
維
持
し
て
い
る

と
い
え
る
（
2
）。

し
た
が
っ
て
、
不
動
産
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
よ
っ
て
、
無
断
転
貸
を
理
由
と
す
る
賃
貸
人
の
無
催
告
の
解
除
権
を
制
限
す

る
法
理
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
、
戦
後
の
か
な
り
早
い
時
期
に
、
無
断
転
貸
（
な
い
し
賃
借
権
の
無
断
譲
渡
）
が
賃
貸

人
に
対
す
る
「
背
信
的
行
為
と
認
め
る
に
足
ら
な
い
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
例
外
的
に
、
賃
貸
人
の
解
除
権
は
発
生
し
な
い
（
3
）、

ま

た
は
、
賃
貸
人
は
解
除
権
を
行
使
し
え
な
い
（
4
）、

と
す
る
法
理
を
確
定
し
た
の
で
あ
る
（
5
）。

そ
れ
で
は
、
住
居
の
転
貸
借
を
め
ぐ
る
法
領
域
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
法
領
域

に
お
い
て
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
る
た
め
に
、
い
か
な
る
こ
と
を
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
考
察
か
ら
、
具
体
的
に
、
日
本

法
へ
の
ど
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
に
関
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
試
み
の
第
一
歩
に

す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の

基
本
的
な
仕
組
み
を
把
握
し
た
い
（
Ⅱ
）。
次
に
、
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
を
確
認
す
る
た
め
に
、
そ
の
立
法
趣
旨
の
一
考

察
を
行
う
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
に
関
す
る
裁
判
例
の
い
く
つ
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則

が
裁
判
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
と
考
え
る
（
Ⅳ
）。
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Ⅱ
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
本
稿
の
考
察
を
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、

さ
し
あ
た
り
、
主
た
る
注
釈
書
お
よ
び
そ
の
他
の
文
献
（
6
）を

参
照
し
つ
つ
作
業
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

一

ま
ず
は
じ
め
に
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
住
居
の
所
有
権
者
で
あ
る
賃
貸
人
は
、
賃
借

住
居
の
全
体
な
い
し
一
部
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
す
る
と
い
う
転
貸
権
限
を
賃
借
人
に
認
め
る
か
否
か
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
か
ど

う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
（
7
）。

こ
の
点
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
は
使
用
賃
貸
借
関
係
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
が
、
同
条
一
項
一
文
に
よ
る
と
、「
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
の
許
可
な
し

に
、
賃
借
物
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
し
、
特
に
賃
借
物
を
さ
ら
に
賃
貸
す
る
権
限
は
な
い
。」、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
借
人
は
、

原
則
と
し
て
、
賃
貸
人
の
許
可
な
し
に
、
賃
借
物
の
全
体
な
い
し
一
部
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
し
、
特
に
賃
借
物
を
さ
ら
に
賃
貸
す
る
権
限
は
な

い
の
で
あ
る
（
8
）。

こ
こ
で
の
「
使
用
の
委
譲
」
と
い
う
概
念
は
、
今
日
、
包
括
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使

用
の
委
譲
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
か
つ
典
型
的
な
場
合
が
、
賃
借
物
の
さ
ら
な
る
賃
貸
借
、
す
な
わ
ち
、
転
貸
借
（
9
）で

あ
る
（
10
）。

こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
一
文
は
、
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使
用
の
委
譲
、
特
に
転
貸
借
が
賃
借
人
に
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
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点
を
賃
貸
人
の
許
可
に
依
存
さ
せ
て
い
る
（
11
）。

そ
し
て
、
賃
貸
人
が
賃
借
物
を
第
三
者
の
使
用
に
委
譲
す
る
こ
と
を
賃
借
人
に
許
可
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
点
は
、
裁
判
例
に
よ
る
と
、
原
則
と
し
て
、
賃
貸
人
の
自
由
で
あ
る
（
12
）、

と
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
一
文
は
、
当
事
者
の
異
な
る
合
意
が
な
い
限
り
、
賃
借
人
の
賃
貸
借
契
約
に
し
た
が
っ
た
賃
借
物
の
使
用

は
、
原
則
と
し
て
、
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使
用
の
委
譲
を
含
ま
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
13
）。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
賃
貸
人
の
許
可
な
し
に
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使
用
の
委
譲
が
行
わ
れ
た
場
合
（
無
断
転
貸
の
場
合
）、
そ
の
こ
と
は
当
該
賃
貸
借
契
約
の

違
反
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（
14
）。

逆
に
、
賃
貸
人
が
賃
借
人
に
許
可
を
与
え
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
の
賃
貸
借
契
約
に
し
た
が
っ
た
賃
借
物
の
使
用
の
権
利
・
枠
組
み
・
可
能
性
が

拡
張
さ
れ
（
15
）、

賃
借
人
の
転
貸
行
為
か
ら
違
法
性
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
（
16
）。

賃
貸
人
の
許
可
の
意
思
表
示
は
、
結
果
と
し
て
、
賃
借
人
に
よ
る

第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使
用
の
委
譲
が
、
合
法
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
の
契
約
違
反
を
意
味
し
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
第
三
者
が
、
彼

の
占
有
に
お
い
て
、
所
有
権
に
も
と
づ
く
原
賃
貸
人
の
返
還
請
求
に
対
し
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
八
六
条
一
項
に
も
と
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
と
も

な
う
の
で
あ
る
（
17
）。

当
該
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
当
事
者
は
、
転
貸
借
の
一
般
的
な
許
可
に
至
る
ま
で
、
転
貸
借
に
関
す
る
賃
借
人
の
権
利
を
任
意
に
拡
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
18
）。

そ
し
て
、
当
該
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
賃
貸
人
の
許
可
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
六
条
に
も
と
づ
い
て
、
当
該
不
動

産
の
取
得
者
を
も
拘
束
す
る
（
19
）、

と
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
当
事
者
の
合
意
が
な
い
場
合
、
か
つ
、
二
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
一
文
の
要
件
に
あ
て
は
ま

ら
な
い
場
合
、
賃
借
人
は
、
原
則
と
し
て
、
転
貸
借
の
た
め
に
必
要
な
許
可
の
付
与
に
対
す
る
請
求
権
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
（
20
）。

賃
借
人
は
、
そ
の
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代
わ
り
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
二
文
に
よ
っ
て
、
賃
貸
人
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
一
文
の
許
可
を
拒
絶
し
た
場
合
、
当
該
賃
貸
借
契
約
終
了

前
に
、
法
定
期
間
を
と
も
な
っ
て
当
該
賃
貸
借
関
係
を
特
別
に
解
約
告
知
す
る
権
利
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
（
21
）。

た
だ
し
、
賃
借
人
は
、
当
該
第
三
者

に
重
大
な
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
解
約
告
知
権
を
行
使
で
き
な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
二
文
）、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
賃
借
人

に
与
え
ら
れ
た
こ
の
解
約
告
知
権
は
、
実
務
上
、
し
ば
し
ば
行
使
さ
れ
る
（
22
）と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
、
間
接
的
に
賃
貸
人
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇

条
一
項
一
文
の
許
可
を
付
与
さ
せ
う
る
（
23
）に

す
ぎ
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

以
上
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
に
あ
た
る
規
定
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
に
つ
い
て
み
て
き
た
（
24
）が

、

こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
は
、
二
〇
〇
一
年
法
改
正
に
も
と
づ
い
て
、
実
質
的
な
変
更
な
し
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
を
引
き
継
い
だ
も
の

で
あ
る
（
25
）。

二

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
一
で
み
た
よ
う
に
、
住
居
の
所
有
権
者
で
あ
る
賃
貸
人
は
、
賃
借
住
居
の
全
体
な
い
し
一
部
の
使
用
を
第
三
者
に

委
譲
す
る
と
い
う
転
貸
権
限
を
賃
借
人
に
認
め
る
か
否
か
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
次
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、

そ
の
例
外
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
住
居
に
関
す
る
使
用
賃
貸
借
関
係
に
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
は
、
二
〇
〇
一
年
法
改
正
に
も
と
づ
い
て
、
実
質
的
な
変
更
な
し
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
二
項
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る

が
、
原
則
的
な
規
定
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
に
対
し
て
、
住
居
の
使
用
賃
貸
借
に
関
す
る
特
別
な
規
定
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
26
）。

結
論
的
に
述
べ
る
と
、
住
居
の
使
用
賃
貸
借
の
場
合
に
限
ら
れ
る
が
、
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
の
要
件
の
も
と
で
は
じ
め
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て
、
賃
借
人
に
よ
る
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使
用
の
委
譲
を
許
容
す
べ
き
賃
貸
人
の
直
接
の
義
務
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
27
）。

す
な
わ
ち
、
住
居
の

賃
借
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
の
要
件
の
も
と
で
、
賃
貸
人
に
対
し
て
、
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使
用
の
委
譲
の
た
め
の
許
可
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
一
文
に
よ
る
と
、「
賃
借
人
の
た
め
に
、
賃
貸
借
契
約
の
締
結
後
、
住
居
の
一
部
を
第
三
者
の
使
用
に
委
譲
す
る

正
当
な
利
益
が
生
じ
た
場
合
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
に
対
し
て
、
そ
の
た
め
の
許
可
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
住
居
の
使
用
賃
貸
借
に
お
い
て
、
①
当
該
賃
貸
借
契
約
の
締
結
後
に
、
②
当
該
住
居
の
一
部
を
第
三
者
の
使
用
に
委
譲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

③
賃
借
人
に
「
正
当
な
利
益
」
が
生
じ
た
場
合
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

①
、
②
、
③
の
要
件
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

①
賃
借
人
は
、
当
該
住
居
の
一
部
を
第
三
者
の
使
用
に
委
譲
す
る
正
当
な
利
益
を
、
当
該
賃
貸
借
契
約
の
締
結
後
に
は
じ
め
て
取
得
し
た
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
28
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
当
該
賃
貸
借
契
約
締
結
時
に
存
在
し
た
と
こ
ろ
の
住
居
賃
借
人
の
利
益
は
考
慮
さ
れ
な
い
（
29
）。

②
賃
借
人
の
正
当
な
（
事
後
的
な
）
利
益
は
、
さ
ら
に
、
当
該
住
居
の
一
部
に
関
係
す
る
と
き
に
の
み
、
第
三
者
へ
の
使
用
の
委
譲
の
許
可
に
対

す
る
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
（
30
）。

当
該
住
居
全
体
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
ず
、
も

っ
ぱ
ら
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
（
31
）。

な
お
、
こ
こ
で
も
、
使
用
の
委
譲
の
最
も
重
要
な
適
用
事
例
は
転
貸
借
で
あ
る
（
32
）。

③
当
該
住
居
の
一
部
を
第
三
者
の
使
用
に
委
譲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
賃
借
人
の
「
正
当
な
利
益
」
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い

う
点
は
、
ま
さ
に
、
今
後
、
裁
判
例
を
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
問
題
で
あ
る
。
現
時
点
に
お
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
賃
借
人
の
「
正
当
な
利
益
」
と
い
う
概
念
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、
賃
借
人
の
利
益
が
原
則

八
一
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的
に
優
先
す
る
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
、
今
日
、
裁
判
例
に
お
い
て
、
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
33
）、

と
い
わ
れ
て
い
る
。
賃
借
人
の
「
正
当
な

利
益
」
は
、
差
し
迫
っ
た
利
益
と
は
理
解
さ
れ
ず
、
ま
た
、
法
的
な
利
益
が
問
題
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
賃
借
人
の
個
人
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
諸

関
係
の
変
化
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
34
）、

と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
点
は
別
稿
に
お
い
て
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
住
居
使
用
賃
貸

借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
賃
貸
人
の
「
正
当
な
利
益
」（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
一
項
一
文
）
と
い
う
概
念
の
解
釈
に
お
け
る
と
同
じ
で
あ
る
が
、
連

邦
通
常
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
の
賃
借
人
の
「
正
当
な
利
益
」
と
い
う
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、「
正
当
な
利
益
」
の
評
価
の
た
め
の
基
準
に
つ
い

て
、
妥
当
し
て
い
る
法
・
社
会
秩
序
、
特
に
、
民
法
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の
基
本
権
の
価
値
秩
序
を
考
慮
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
（
35
）、

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
二
文
は
、
同
条
一
項
一
文
に
も
と
づ
く
賃
貸
人
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
賃
借
人
の
請
求
権
が
考
慮
さ
れ
な
い
場

合
と
し
て
、「
そ
の
第
三
者
に
重
大
な
事
由
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
住
居
に
過
度
に
人
員
が
配
置
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
理
由
か
ら

そ
の
委
譲
が
賃
貸
人
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る
。
住
居
の
賃
貸
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
二
文
に
あ
た
る
場
合

に
は
、
第
三
者
へ
の
使
用
の
委
譲
の
た
め
の
許
可
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
36
）。

い
か
な
る
場
合
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
二
文
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
除
外
理
由
に
あ
た
る
の
か
と
い
う
点
も
、
今
後
の
裁
判
例
の
検
討
に
委

ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
一
般
に
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
当
事
者
の
諸
々
の
利
益
の
包
括
的
な
比
較
衡
量
に
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
う

る
（
37
）、

と
い
わ
れ
て
い
る
。

続
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
二
項
は
、「
そ
の
委
譲
が
、
賃
料
の
相
当
な
増
額
の
場
合
に
の
み
賃
貸
人
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

賃
貸
人
は
、
そ
の
許
可
を
、
賃
借
人
が
そ
の
増
額
に
同
意
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」、
と
規
定
す
る
。
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最
後
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
三
項
は
、「
賃
借
人
に
不
利
な
合
意
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。」、
と
規
定
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
が
強
行
規
定

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
38
）。

問
題
と
な
る
合
意
は
、
た
と
え
ば
、
賃
借
人
の
「
正
当
な
利
益
」
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
転
貸
借
を
禁
じ

る
と
い
う
合
意
、
賃
貸
人
は
許
可
を
自
由
に
撤
回
で
き
る
と
い
う
合
意
な
ど
で
あ
る
（
39
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
賃
借
人
の
法
的
地
位
が
法
律
上
の
枠
組
み

を
超
え
て
改
善
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
合
意
は
認
め
ら
れ
る
（
40
）。

以
上
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
例
外
に
あ
た
る
規
定
と
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
に
つ
い
て
み
て

き
た
が
、
こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
に
至
る
ま
で
の
立
法
の
展
開
過
程
、
す
な
わ
ち
、
一
九
二
三
年
の
「
賃
借
人
保
護
法
」
を
経
て
、
一
九
六
四
年
の

「
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改
正
に
関
す
る
第
二
次
法
律
」
に
も
と
づ
い
て
、
旧
五
四
九
条
二
項
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
挿
入
さ
れ
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
法
改

正
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
と
し
て
継
受
さ
れ
た
（
41
）過

程
を
考
察
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

三
　
一
で
み
た
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
の
規
定
、
お
よ
び
、
二
で
み
た
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
の
規
定
を
踏
ま
え
る
と
、
住
居
の

転
貸
借
を
め
ぐ
る
賃
貸
人
と
賃
借
人
の
権
利
・
義
務
は
基
本
的
に
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
42
）。

賃
貸
人
が
、
当
該
住
居
全
体
な
い
し
一
部
の
第
三
者
へ
の
転
貸
を
賃
借
人
に
許
容
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
場
合
、
賃
借
人
は
、
第
一
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
四
〇
条
一
項
二
文
に
よ
っ
て
、
当
該
第
三
者
に
重
大
な
事
由
が
存
在
し
な
い
限
り
、
法
定
期
間
を
と
も
な
っ
て
当
該
賃
貸
借
関
係
を
特
別
に
解
約

告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
賃
借
人
は
、
第
二
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
一
文
の
要
件
に
あ
た
る
場
合
、
賃
貸
人
に
対
し
て
、
当
該
住

居
の
一
部
の
転
貸
借
の
た
め
の
許
可
の
付
与
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賃
貸
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
二
文
に
あ
た
る

場
合
、
当
該
住
居
の
一
部
の
転
貸
借
の
た
め
の
許
可
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
三
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賃
借
人
が
右
の
二
つ
の
法
的
手
段
の
い
ず
れ
か
を
取
る
こ
と
な
く
当
該
住
居
の
全
体
な
い
し
一
部
を
無
断
転
貸
し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
は
当
該
賃

貸
借
契
約
の
違
反
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
貸
人
は
、
賃
借
人
に
対
し
て
、
第
一
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
一
条
に
よ
っ
て
不
作
為
を
訴
求
す
る
こ

と
、
第
二
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
三
条
二
項
一
文
二
号
ま
た
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
二
項
一
号
に
よ
っ
て
解
約
告
知
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇

条
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賃
借
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
一
文
の
要
件
の
も
と
で
、
当
該
住
居

の
一
部
の
転
貸
借
の
た
め
の
賃
貸
人
の
許
可
に
対
す
る
請
求
権
を
有
し
た
、
と
抗
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
賃
貸
人
が
当
該
転
貸
借
の
た
め

の
許
可
を
不
当
に
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
賃
貸
人
の
契
約
違
反
が
存
在
し
、
賃
借
人
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇

条
）。

Ⅲ
　
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
の
一
考
察

次
に
、
Ⅱ
で
み
た
と
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
は
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
の
詳
細
な
包
括
的
考
察
を
行
う
の
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
二
委
員
会
の
議
事
録
を
主
た
る
素
材
と
し

て
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
の
一
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

一

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
に
あ
た
る
規
定
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
は
、
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二
〇
〇
一
年
法
改
正
前
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
を
実
質
的
な
変
更
な
し
に
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣

旨
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
立
法
の
過
程
の
考
察
の
中
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
本
稿
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
二
委
員
会
の
議

事
録
を
主
た
る
素
材
と
し
て
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
の
一
考
察
を
試
み
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
草
案
の
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
第
三

者
へ
の
賃
借
物
の
転
貸
借
を
め
ぐ
っ
て
、
草
案
の
基
本
的
な
内
容
が
次
の
よ
う
に
変
遷
し
た
点
に
あ
る
。

賃
借
人
に
よ
る
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
転
貸
借
と
い
う
問
題
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
草
案
の
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
相
当
に
議
論
の
行
わ
れ
た
領
域
で

あ
っ
た
（
43
）、

と
い
わ
れ
て
い
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
一
草
案
（
五
一
六
条
一
項
）
に
よ
る
と
、
異
な
る
合
意
が
な
い
限
り
、
契
約
に
従
っ
た
賃
借
物
の
使
用
を
特
に
転
貸
借
に
よ
っ
て
第

三
者
に
委
譲
す
る
権
利
が
賃
借
人
に
帰
属
す
る
（
44
）、

と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
契
約
に
従
っ
た
賃
借
物
の
使
用
の
第
三
者
へ
の
委
譲
は
、
賃
貸
人

の
同
意
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
（
45
）、

第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
転
貸
借
の
権
限
に
お
い
て
賃
借
人
は
原
則
と
し
て
制
限
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
46
）。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
規
整
は
、
普
通
法
、
当
時
の
た
い
て
い
の
隣
接
諸
国
の
法
秩
序
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
法
、

な
ら
び
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
案
と
も
一
致
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
47
）。

草
案
の
基
本
的
な
内
容
を
め
ぐ
る
急
激
な
変
化
は
、
帝
国
司
法
庁
準
備
委
員
会
（
48
）の

審
議
に
も
と
づ
い
て
生
じ
た
（
49
）。

こ
こ
で
は
、
賃
貸
人
と
賃
借
人

の
諸
々
の
利
益
を
正
当
に
評
価
す
る
た
め
に
、
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
規
定
に
対
応
し
た
法
規
整
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
受
け
入
れ
る

こ
と
が
議
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
50
）。

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
規
定
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
（
51
）。

す
な
わ
ち
、
物
の
賃
借
人
は
、
自
己
に
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の

物
の
使
用
を
賃
貸
人
の
同
意
な
し
に
他
人
に
委
譲
す
る
権
限
は
な
か
っ
た
（
Ⅰ
二
一
・
三
〇
九
条
）。
ま
た
、
転
借
人
が
、
用
法
に
従
っ
て
い
な
い

八
五
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営
み
、
ま
た
は
、
そ
の
建
物
も
し
く
は
そ
の
住
居
に
有
害
な
営
み
を
行
う
場
合
、
賃
貸
人
は
、
転
貸
借
の
た
め
の
同
意
を
拒
絶
す
る
権
限
が
あ
り

（
Ⅰ
二
一
・
三
一
一
条
）、
賃
貸
人
が
同
意
の
拒
絶
の
た
め
の
そ
の
よ
う
な
理
由
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
、
そ
の

使
用
賃
貸
借
を
解
約
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ⅰ
二
一
・
三
一
二
条
）、
と
さ
れ
て
い
た
。

続
い
て
、
第
二
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
、
多
数
派
は
、
帝
国
司
法
庁
準
備
委
員
会
と
同
じ
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
規
定
を
模

倣
し
て
作
ら
れ
た
法
規
整
、
す
な
わ
ち
、
第
一
草
案
と
は
逆
の
法
規
整
を
取
る
こ
と
に
し
た
（
52
）。

そ
れ
で
、
第
二
草
案
の
四
九
三
条
一
項
は
、「
賃
借

人
は
、
賃
貸
人
の
許
可
な
し
に
、
賃
借
物
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
し
、
特
に
賃
借
物
を
さ
ら
に
賃
貸
（
転
貸
借
）
す
る
権
限
は
な
い
。」
（
53
）、

と
い

う
文
言
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
律
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
の
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
最
終
的
に
、
第
二
委
員
会

の
多
数
派
の
見
解
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
（
54
）。

二

そ
れ
で
は
、
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
二
委
員
会
の
議
事
録
を
主
た
る
素
材
と
し
て
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
の
一
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す

る
が
、
第
二
委
員
会
に
お
け
る
少
数
派
と
多
数
派
の
見
解
の
検
討
に
入
る
前
に
、
次
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
は
、
双
方
の
見
解
に
一
致
が
認
め
ら
れ

た
（
55
）こ

と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
賃
借
人
は
賃
借
物
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
す
る
権
限
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
任
意
規
定
を
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
任
意
規
定
な
し
に
は
法
的
不
安
定
性
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

理
由
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

第
二
に
、
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
任
意
規
定
の
内
容
に
関
し
て
は
見
解
が
相
当
分
か
れ
た
が
、
こ
の
任
意
規
定
は
本
質
的
に
不
動
産
の
使
用
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賃
貸
借
に
つ
い
て
の
み
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
も
一
致
が
認
め
ら
れ
た
。

三

次
に
、
右
で
み
た
二
つ
の
一
致
点
を
踏
ま
え
て
、
第
二
委
員
会
に
お
け
る
少
数
派
の
見
解
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
委
員
会
に
お
け
る
少
数
派
は
、
次
に
み
る
よ
う
に
論
を
展
開
し
て
、
第
一
草
案
に
お
け
る
法
規
整
を
支
持
し
た
。
そ
の
論
拠
は
、
お
よ
そ
四

つ
の
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
第
一
草
案
に
お
け
る
法
規
整
は
、
普
通
法
、
当
時
の
た
い
て
い
の
隣
接
諸
国
の
法
秩
序
、
さ
ら
に
は
、
少
数
派
の
理
解
に
よ
る
と
プ
ロ

イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
法
の
一
致
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
次
の
論
述
が

そ
れ
で
あ
る
。

「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
普
通
法
に
よ
る
と
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
な
し
に
、
賃
借
空
間
を
転
貸
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
た
。
同
様
の
法
的
状
況
は
、
ザ
ク
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
お
よ
び
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
た
。

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
原
則
に
よ
っ
て
も
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
が
転
貸
借
に
同
意
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
す
る
権
限
が
あ
っ
た
。
こ
の
前

提
に
お
い
て
の
み
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
Ⅰ
二
一
・
三
一
二
条
に
よ
っ
て
、
根
拠
の
な
い
同
意
の
拒
絶
の
場
合
に
賃
借
人
に
認
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
の
特
別
な
解
約
告
知
権
が
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
圧
倒
的
な
部
分
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
法
の
一
致
は
、
偶
然
の
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
56
）。

第
二
に
、
賃
借
人
に
よ
る
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
転
貸
借
の
許
容
性
を
賃
貸
人
の
同
意
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
大
部
分
の
場
合
、
取
引
の
考
え

方
、
お
よ
び
、
契
約
締
結
者
の
推
測
上
の
意
思
と
矛
盾
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
当
事
者
は
、
大
部
分
の
場
合
、
明
確
な
合
意
が
欠
け
て
い
て

八
七
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も
、
転
貸
借
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
了
承
し
て
い
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
次
の
論
述
で
あ
る
。

「
転
貸
借
の
許
容
性
を
賃
貸
人
の
同
意
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
大
部
分
の
場
合
、
取
引
の
考
え
方
、
お
よ
び
、
契
約
締
結
者
の
推
測
上
の
意
思

と
矛
盾
す
る
。
確
か
に
、
賃
貸
人
が
自
己
の
物
の
使
用
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
の
人
は
、
賃
貸
人
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
の
人
は
、
そ
の
契
約
に
と
っ
て
、
当
該
法
的
関
係
が
他
人
へ
の
使
用
の
委
譲
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
変
え
ら
れ
る

ほ
ど
本
質
的
で
は
決
し
て
な
い
。
所
有
権
者
は
、
用
益
権
者
に
、
同
様
の
、
お
そ
ら
く
比
較
的
大
き
な
利
害
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
・
・
・
・
他
人
に
よ
る
用
益
権
の
行
使
は
適
法
で
あ
る
。
賃
貸
人
も
ま
た
、
賃
借
人
に
と
っ
て
、
し
ば
し
ば
、
大
き
な
意
義
を
持
つ
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
借
人
は
、
な
さ
れ
た
決
議
に
よ
る
と
、
賃
貸
人
の
交
替
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
転
貸
借
の
制

限
は
、
せ
い
ぜ
い
、
特
に
高
価
な
住
居
の
場
合
、
取
引
の
考
え
方
、
お
よ
び
、
当
事
者
の
推
測
上
の
意
思
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
場
合
、
賃
貸
人
は
、
当
該
建
物
の
居
住
者
に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
の
排
他
性
を
考
慮
し
て
、
通
常
、
転
貸
借
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
期
待
し
て

し
か
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
圧
倒
的
な
大
部
分
の
場
合
、
当
事
者
は
、
明
確
な
合
意
が
欠
け
て
い
て
も
、
転
貸
借
が
許
容

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
了
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
57
）。

第
三
に
、
賃
貸
人
は
転
貸
借
を
禁
じ
る
こ
と
に
実
質
的
な
利
益
を
持
た
な
い
し
、
転
借
人
に
よ
る
賃
借
物
の
使
用
が
当
該
賃
貸
借
契
約
の
枠
内
に

維
持
さ
れ
る
場
合
、
賃
貸
人
は
そ
の
転
貸
借
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
の
論
述
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
賃
貸
人
は
、
た
と
え
彼
が
そ
れ
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
通
常
、
転
貸
借
を
禁
じ
る
こ
と
に
利
益
を
持
た
な
い
。
新
た
な
賃

借
人
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
賃
借
物
の
契
約
に
反
す
る
使
用
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
、
賃
貸
人
に
は
・
・
・
・
転
借
人
に
対
し
て
も
有
効
な
特
別

な
解
約
告
知
権
が
帰
属
す
る
。
し
か
し
、
転
借
人
が
加
わ
る
こ
と
が
契
約
に
し
た
が
っ
た
枠
内
に
維
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
使
用
の
変
化
の
み
を
結
果
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と
し
て
と
も
な
う
場
合
、
賃
貸
人
は
こ
の
こ
と
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
賃
貸
人
は
、
同
様
の
使
用
の
変
化
が
転
貸
人
に
よ

っ
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
58
）。

第
四
に
、
そ
の
他
の
観
点
か
ら
、
賃
借
空
間
の
共
同
使
用
を
特
に
血
族
に
無
償
で
委
譲
す
る
こ
と
を
賃
貸
人
の
同
意
が
な
く
て
も
賃
借
人
に
許
容

す
る
こ
と
が
取
引
の
考
え
方
に
対
応
す
る
こ
と
、
ま
た
、
転
貸
借
の
許
容
性
に
関
す
る
特
別
な
合
意
を
欠
く
場
合
、
何
が
当
事
者
の
推
測
上
の
意
思
、

お
よ
び
、
取
引
の
考
え
方
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
賃
貸
人
に
対
し
て
通
常
経
済
的
に
よ
り
弱
い
当
事
者
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
の
賃
借

人
に
有
利
と
な
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
正
義
の
命
令
で
あ
る
こ
と
、
等
が
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
59
）。

四

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
委
員
会
に
お
け
る
多
数
派
は
、
第
一
草
案
と
は
逆
の
法
規
整
、
す
な
わ
ち
、
賃
借
人
に
よ
る
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の

転
貸
借
の
許
容
性
を
賃
貸
人
の
同
意
に
結
び
つ
け
る
立
場
を
取
っ
た
。
多
数
派
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
、「
転
貸
借
の
一
般
的
な
禁
止
を
立
案
す
る

こ
と
が
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
転
貸
借
の
許
容
性
が
賃
貸
人
の
同
意
（
60
）に

結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
点
の
み
が
問
題

で
あ
っ
た
」
（
61
）

の
で
あ
り
、
多
数
派
は
、「
こ
の
問
題
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
62
）、

と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
多
数
派
は
、
い
か
な
る
論
拠
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
み
る
よ
う
に
、
多
数
派
は
、
少
数
派
の
論
述
に
自
ら

の
見
解
を
対
置
さ
せ
つ
つ
、
お
よ
そ
四
つ
の
論
拠
に
も
と
づ
い
て
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
賃
貸
人
の
同
意
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
転
貸
借
を
許
容
す
る
と
い
う
第
一
草
案
に
お
け
る
法
規
整
は
、
確
か
に
、
当
時
の
支
配
的
な

法
状
況
と
は
一
致
し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
国
民
の
法
意
識
と
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
次
の
論
述
で
あ
る
。

「
本
草
案
（
第
一
草
案
）
は
、
疑
念
を
も
ち
な
が
ら
、
賃
貸
人
の
同
意
を
欠
く
転
貸
借
を
許
容
し
た
。
本
草
案
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
妥
当
し

八
九
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て
い
る
普
通
法
、
お
よ
び
、
他
の
多
数
の
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
制
度
に
従
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
支
配
的
な
法
状
況
は
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
、

本
委
員
会
（
第
二
委
員
会
）
の
決
定
に
と
っ
て
、
決
定
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
・
・
・
・
本
草
案
の
原
則
は
、
普
通
法
に
お
い
て
維
持
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
、
他
の
立
法
に
受
け
継
が
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
の
法
意
識
と
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
多
数
の
使
用
賃
貸
借
契
約
に
含
ま
れ
た

と
こ
ろ
の
転
貸
借
の
禁
止
が
証
拠
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
63
）。

第
二
に
、
普
通
法
上
転
貸
借
が
許
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
他
の
法
規
範
と
の
関
係
で
、
あ
ま
り
大
き
な
意
義
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
っ

た
。
次
の
論
述
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
さ
ら
に
、
普
通
法
に
関
し
て
、
転
貸
借
の
許
容
は
そ
れ
ほ
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
意
義
を
有
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
普
通
法
に
お
い
て
は
、

賃
貸
人
は
、『
売
買
は
賃
貸
借
を
破
る
』
と
い
う
原
則
の
結
果
、
当
該
不
動
産
を
彼
の
妻
あ
る
い
は
彼
の
そ
の
他
の
構
成
員
の
ひ
と
り
に
売
買
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
厄
介
な
転
借
人
か
ら
解
放
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
（
64
）。

第
三
に
、
多
数
派
は
、
契
約
締
結
者
の
推
測
上
の
意
思
、
お
よ
び
、
取
引
の
考
え
方
と
い
う
少
数
派
と
同
じ
基
準
を
持
ち
出
し
な
が
ら
も
、
使
用

賃
貸
借
関
係
は
契
約
締
結
者
の
相
互
の
信
頼
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
使
用
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
賃
料
額
の
合
意
の
点
も
含
め
て
、

賃
借
人
の
個
人
的
な
性
質
、
賃
借
人
の
職
業
、
賃
借
人
の
生
活
の
仕
方
に
決
定
的
な
重
き
が
置
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
貸
人
に
は
通
常
彼
の
意

思
に
反
し
て
転
借
人
が
無
理
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
の
最
も
重
要

な
点
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
の
論
述
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
・
・
・
・
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
任
意
規
定
の
内
容
に
関
し
て
は
、
当
事
者
の
推
測
上
の
意
思
、
お
よ
び
、
取
引
の
考
え
方
が
決
定
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基
準
を
基
礎
と
し
て
用
い
る
と
き
、
平
均
的
な
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
賃
借
人
と
い
う
人
に
決
定
的
な
重
き
が
置
か
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れ
、
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
人
に
は
通
常
彼
の
意
思
に
反
し
て
転
借
人
が
無
理
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
行
き
着
く
。
賃
貸
人

は
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
前
に
、
当
該
賃
借
人
と
い
う
人
を
吟
味
す
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
賃
貸
人
の
決
定
に
と
っ
て
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
合
意
さ
れ
た
賃
料
の
額
に
と
っ
て
も
、
賃
借
人
の
個
人
的
な
性
質
、
賃
借
人
の
職
業
、
賃
借
人
の
生
活
の
仕
方
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と

は
ま
れ
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
す
で
に
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
資
料
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
契

約
締
結
者
の
相
互
の
信
頼
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
65
）。

「
た
と
え
転
借
人
に
よ
る
賃
貸
さ
れ
た
目
的
物
の
契
約
に
反
す
る
使
用
が
危
惧
さ
れ
え
な
い
場
合
で
も
、
賃
貸
人
は
、
使
用
の
委
譲
が
行
わ
れ
な

い
こ
と
に
つ
き
、
し
ば
し
ば
大
き
な
利
害
を
有
す
る
。
と
い
う
の
は
、
契
約
に
し
た
が
っ
た
枠
内
に
お
い
て
も
、
使
用
の
仕
方
は
、
本
質
的
に
、
使

用
者
の
人
格
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
66
）。

第
四
に
、
多
数
派
は
、
少
数
派
が
用
益
権
の
譲
渡
お
よ
び
賃
貸
人
の
交
替
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
転
貸
借
の
制
限
の

た
め
の
必
要
性
を
否
定
し
た
こ
と
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
誤
っ
て
い
る
、
と
論
じ
た
。
次
の
論
述
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
少
数
派
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
こ
と
（
第
三
の
点
）
を
も
正
当
と
認
め
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
転
貸
借
の
制
限
の
た

め
の
必
要
性
を
否
定
し
た
。
と
い
う
の
は
、
用
益
権
お
よ
び
賃
貸
人
の
権
利
の
譲
渡
も
、
個
人
的
な
諸
々
の
利
益
に
同
様
の
意
義
が
当
然
与
え
ら
れ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
容
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
結
論
は
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
用
益
権
と
の
類
似
性
は
正
し

く
な
い
。
と
い
う
の
は
、
用
益
権
に
お
い
て
は
、
使
用
賃
貸
借
の
場
合
と
は
本
質
的
に
異
な
る
法
的
・
経
済
的
な
諸
関
係
が
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
賃
貸
人
は
、
特
に
、
こ
の
こ
と
が
大
き
な
都
市
に
お
い
て
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
賃
貸
人
が
賃
借
人
と
異
な
る
建
物
に
居
住
し
て
い

る
場
合
、
通
常
、
賃
借
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
」
（
67
）。

九
一
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以
上
、
多
数
派
の
論
拠
を
確
認
し
て
き
た
が
、
多
数
派
は
、
賃
借
人
に
よ
る
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
転
貸
借
の
許
容
性
を
賃
貸
人
の
同
意
に
結
び

つ
け
る
立
場
を
取
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、「
当
該
空
間
を
他
人
に
委
譲
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
賃
借
人
の
要
求
が
全
く
正
当

で
あ
り
、
賃
貸
人
の
同
意
の
拒
絶
が
シ
カ
ー
ネ
と
思
わ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
賃
借
人
に
は
、
特
別
な
解
約
告
知
権
が
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
68
）、

と
い
う
考
え
も
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
は
、
第
二
草
案
の
四
九
三
条
二
項
に
お
い
て
、「
賃
貸
人
が
、

そ
の
第
三
者
に
重
大
な
事
由
が
存
在
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
許
可
を
拒
絶
し
た
場
合
、
賃
借
人
は
、
法
定
期
間
を
遵
守
し
て
、
そ
の
使
用
賃
貸
借

関
係
を
解
約
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
（
69
）、

と
い
う
文
言
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

最
後
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
二
委
員
会
の
議
事
録
と
同
じ
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
に
関
す
る
立

法
趣
旨
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
素
材
と
し
て
、
帝
国
司
法
庁
覚
書
（
70
）を

み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
で
は
、
二
、
三
、
お
よ
び
、
四
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
と
り
ま
と
め
る
よ
う
な
形
で
、
次
の
よ
う
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。

「
賃
借
物
を
賃
貸
人
の
許
可
な
し
に
転
貸
す
る
と
い
う
賃
借
人
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
当
事
者
の
合
意
が
決
定
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
問
題
の
重
要
性
か
ら
し
て
、
合
意
を
欠
く
場
合
補
充
的
に
介
入
す
る
と
こ
ろ
の
法
律
上
の
規
定
な
し
で
済
ま
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
妥
当

し
て
い
る
法
に
つ
い
て
は
、
普
通
法
、
お
よ
び
、
た
い
て
い
の
比
較
的
新
し
い
立
法
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
）
が
問
題
の
権
限
を
規
定

と
し
て
正
当
と
認
め
た
の
に
対
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
Ⅰ
二
一
・
三
〇
九
条
な
い
し
三
一
二
条
は
逆
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
本
草
案

（
第
三
草
案
）
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
法
に
従
う
。

大
部
分
の
場
合
、
当
該
賃
借
人
と
い
う
人
物
、
賃
借
人
の
職
業
、
賃
借
人
の
生
活
の
仕
方
等
々
は
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
契
約
の
締
結
お
よ
び
諸
条



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
二
巻
　
　
第
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
〇
年
　
三
月
）

件
に
と
っ
て
、
決
定
的
な
意
義
が
あ
っ
た
。
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
当
事
者
の
相
互
の
個
人
的
な
信
頼
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
物
の
使
用
方
法
は
、

そ
の
使
用
権
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
枠
内
に
お
い
て
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
人
物
に
応
じ
て
異
な
り
う
る
。
そ
の
結
果
、
賃
貸
人
は
、
他
人
へ
の

使
用
の
委
譲
を
彼
の
意
思
に
反
し
て
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
こ
と
に
つ
き
、
著
し
い
利
益
を
有
す
る
の
で
あ
る
」
（
71
）。

Ⅳ
　
原
則
に
関
す
る
裁
判
例
の
検
討

最
後
に
、
Ⅱ
で
み
た
と
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
に
関
す
る
三
つ
の
裁
判
例
（
い
ず
れ
も
上
級
地
方

裁
判
所
の
決
定
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
が
裁
判
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い

と
考
え
る
。

一
　
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
八
二
年
八
月
一
七
日
決
定
（
72
）

１
　
事
案
の
概
要
と
経
緯

本
決
定
は
、
地
方
裁
判
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
次
の
法
的
問
題
に
対
し
て
、
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
１
　
住
居
の
一
部
の
使
用
が
転
貸
借
の
方
法
で
第
三
者
に
委
譲
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
賃
借
人
の
家
族
構
成
員
で
は
な
い
第
三
者

九
三
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が
、
そ
の
住
居
の
独
立
し
て
い
な
い
共
同
使
用
の
た
め
に
、
賃
借
人
に
よ
っ
て
、
継
続
し
て
そ
の
世
帯
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九

条
二
項
が
、
準
用
し
て
、
ま
た
は
、
解
釈
の
方
法
で
、
直
接
的
に
適
用
さ
れ
う
る
か
。

２
　
１
の
問
題
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

賃
借
人
が
、
彼
の
人
生
形
成
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
個
人
的
・
経
済
的
な
理
由
か
ら
、
第
三
者
と
と
も
に
、
継
続
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
住
居
共

同
体
を
築
き
た
い
場
合
、
賃
借
人
は
、
す
で
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
二
項
に
も
と
づ
い
て
、
第
三
者
の
受
入
れ
の
た
め
の
正
当
な
利
益
を
有
し
て
い

る
か
」
（
73
）、

と
い
う
法
的
問
題
で
あ
っ
た
。

本
決
定
は
、
結
論
と
し
て
、
右
の
二
つ
の
法
的
問
題
の
い
ず
れ
を
も
肯
定
し
た
が
、
本
稿
の
課
題
と
の
関
係
で
は
、
１
の
法
的
問
題
に
関
す
る
決

定
の
み
を
考
察
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
１
の
法
的
問
題
に
お
い
て
は
、「
賃
借
人
が
・
・
・
・
第
三
者
に
当
該
住
居
全
体
に
つ
い
て
の
共
同
使
用
を

認
め
、
し
た
が
っ
て
、
住
居
共
同
体
を
築
き
た
い
場
合
」
（
74
）

に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
二
項
の
適
用
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

２
　
決
定
理
由

ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
第
三
者
が
当
該
住
居
全
体
を
賃
借
人
と
共
同
で
使
用
す
る
場
合
に
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
二
項
の
適
用
可
能
性
が
肯

定
さ
れ
る
と
解
釈
す
る
前
提
と
し
て
、
独
立
し
て
い
な
い
共
同
使
用
の
た
め
に
当
該
住
居
全
体
が
第
三
者
に
委
譲
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
委
譲

も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
い
う
見
解
を
取
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
の
正
当
性
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
の
立
法

趣
旨
、
す
な
わ
ち
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
上
級
地
方
裁
判
所
の
関
係
す
る
論
述
を
決
定
理
由
か
ら
順
に
拾

い
出
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
提
出
さ
れ
た
１
の
問
題
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
二
項
の
法
律
上
の
規
整
か
ら
出
発
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
が
、
賃
借
人
は
、
賃
借
物
の



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
二
巻
　
　
第
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
〇
年
　
三
月
）

使
用
を
第
三
者
に
委
譲
し
た
い
場
合
、
賃
貸
人
の
許
可
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
一
般
的
に
取
り
扱
う
の
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四

九
条
二
項
は
、
住
居
の
賃
借
人
が
、
そ
の
住
居
の
一
部
（
の
み
）
を
第
三
者
に
委
譲
し
た
い
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
特
別
に
規
定
し
て
い
る
」
（
75
）。

「
当
部
は
、（
あ
る
程
度
の
）
期
間
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
第
三
者
へ
の
共
同
使
用
の
あ
ら
ゆ
る
委
譲
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
に
含
ま
れ

る
、
と
い
う
見
解
を
主
張
す
る
」
（
76
）。

「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
の
規
定
の
基
礎
に
は
、
賃
貸
人
の
利
益
に
有
利
な
立
法
者
の
価
値
決
定
が
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
の
成
立
史
は
、

歴
史
上
の
立
法
者
の
そ
の
よ
う
な
趣
旨
の
規
整
の
意
図
を
認
識
さ
せ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
の
規
定
は
、
ま
ず
第
一
に
、
他
の
契
約
当
事
者
が

賃
貸
人
に
無
理
や
り
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
賃
貸
人
を
保
護
す
る
た
め
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
（
77
）。

「（
第
二
委
員
会
に
お
け
る
）
多
数
派
は
、
少
な
く
と
も
、
独
立
し
て
い
な
い
共
同
使
用
の
た
め
の
委
譲
の
問
題
と
根
本
的
に
取
り
組
ま
な
か
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
・
・
・
・
決
定
的
な
こ
と
と
し
て
、
使
用
賃
貸
借
関
係
は
相
互
の
特
別
な
信
頼
の
う
え
に
築
か
れ
た
継
続
的
な
債
務
関

係
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
賃
貸
人
は
当
該
賃
借
人
に
決
定
的
な
重
き
を
置
い
た
こ
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
転
貸
借
の
権
利
が
明

確
に
排
除
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
多
数
の
使
用
賃
貸
借
契
約
が
、
す
で
に
、
こ
の
こ
と
を
証
明
し
た
。
転
借
人
が
賃
貸
人
の
同
意
な
し
に
賃
貸
人
に

無
理
に
押
し
つ
け
ら
れ
う
る
な
ら
ば
、
賃
貸
人
の
契
約
自
由
は
、
許
容
で
き
な
い
や
り
方
で
、
制
限
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
使
用
す
る
人
の
変
更
に
よ

っ
て
、
そ
の
使
用
の
仕
方
は
変
化
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
使
用
の
仕
方
は
、
ま
さ
し
く
、
使
用
す
る
人
に
も
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
特
別
な

苛
酷
さ
を
回
避
す
る
た
め
、
賃
借
人
に
は
、
解
約
告
知
権
だ
け
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
の
余
地
な
く
賃
貸
人
を
保
護
し
て
い
る
傾
向
に
お
い
て
、
こ
の
保
護
領
域
は
、
独
立
し
て
い
な
い
使
用
の
た
め
の
委
譲
を
も
含
む
こ
と

が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
賃
貸
人
の
保
護
の
必
要
性
は
、
そ
の
こ
と
を
総
じ
て
正
当
と
認
め
よ
う
と
思
う
限
り
、
両

九
五
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方
の
場
合
に
お
い
て
、
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
賃
貸
人
に
と
っ
て
、
第
三
者
が
、
そ
の
住
居
の
限
定
さ
れ
た
空
間
を
ひ
と
り
で
使
用
す
る
か
、
ま
た

は
、
そ
の
住
居
全
体
を
賃
借
人
と
共
同
で
使
用
す
る
か
と
い
う
点
は
、
相
違
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
。
賃
貸
人
に
は
、
概
し
て
、
そ
の
住
居
が
使

用
さ
れ
る
こ
と
の
み
が
重
要
で
あ
る
」
（
78
）。

「
こ
の
見
解
は
、
現
在
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
基
礎
に
あ
る
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
意
義
と
目
的
に
も
対
応
す
る
」
（
79
）。

「
賃
貸
人
は
、
賃
貸
人
の
意
思
を
伴
わ
ず
に
、
賃
貸
人
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
契
約
当
事
者
と
異
な
る
者
が
そ
の
住
居
を
使
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

包
括
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
・
・
・
・
」
（
80
）。

二
　
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
八
三
年
一
一
月
二
九
日
決
定
（
81
）

１
　
事
案
の
概
要
と
経
緯

本
決
定
は
、
地
方
裁
判
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
あ
る
法
的
問
題
に
対
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定

で
あ
る
が
、
賃
借
人
の
兄
弟
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
第
三
者
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
と
い
う
点

を
明
ら
か
に
し
た
決
定
で
あ
る
。

被
告
は
、
三
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
八
月
二
〇
日
付
の
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
に
は
、

特
に
、
家
族
構
成
員
へ
の
転
貸
借
ま
た
は
使
用
の
委
譲
も
賃
貸
人
に
よ
る
別
個
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
い
う
合
意
が
含
ま
れ
て
い
た
。

原
告
は
、
一
九
八
二
年
四
月
二
二
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
一
九
八
二
年
五
月
三
一
日
に
向
け
て
解
約
告
知
し
た
が
、
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そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
、
被
告
の
兄
弟
が
本
件
契
約
に
違
反
し
て
本
件
住
居
に
入
居
し
た
、
と
主
張
し
た
。

被
告
が
本
件
住
居
を
明
け
渡
さ
な
か
っ
た
の
で
、
原
告
は
、
そ
の
明
渡
し
を
求
め
て
、
区
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告

は
、
特
に
、
彼
の
兄
弟
は
、
単
に
訪
問
に
よ
っ
て
本
件
住
居
に
滞
在
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
契
約
に
違
反
し
て
本
件
住
居
に
入
居
し

た
の
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
。

区
裁
判
所
は
、
原
告
の
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。
被
告
の
兄
弟
が
、
単
に
訪
問
に
よ
っ
て
本
件
住
居
に
滞
在
し
た
の
か
、
ま
た
は
、
本
件
住

居
に
同
居
し
た
の
か
と
い
う
点
は
重
要
で
は
な
く
、
賃
借
人
に
は
、
そ
の
兄
弟
を
「
き
わ
め
て
近
い
構
成
員
」
と
し
て
賃
借
住
居
に
受
け
入
れ
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
即
時
解
約
告
知
の
た
め
の
理
由
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
が
、
第
一
審
に
引
き
続
い
て
、
賃
借
人
で
あ
る
被
告
が
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
権
限
で

本
件
住
居
を
彼
の
兄
弟
に
委
譲
し
た
、
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
、
地
方
裁
判
所
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
に
、
次
の
法
的
問
題
を
提
出
し

た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
賃
借
人
が
・
・
・
・
彼
の
兄
弟
を
近
い
関
係
の
家
族
構
成
員
と
し
て
当
該
住
居
に
受
け
入
れ
た
場
合
、
そ
の
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五

五
三
条
に
も
と
づ
く
契
約
に
違
反
す
る
賃
借
物
の
使
用
、
ま
た
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
一
号
に
も
と
づ
く
解
約
告
知
理
由
を
意
味
す
る
の

か
」
（
82
）、

と
い
う
法
的
問
題
で
あ
っ
た
。
裁
判
例
お
よ
び
注
釈
に
お
い
て
は
、
配
偶
者
お
よ
び
子
供
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
賃
借
人
が
兄
弟
等
の
そ
の
他
の
構
成
員
を
受
け
入
れ
る
権
限
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

九
七
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２
　
決
定
理
由

バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
す
で
に
一
で
み
た
と
こ
ろ
の
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
八
二
年
八
月
一
七
日
決
定
に
従
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、「
あ
る
程
度
の
期
間
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
賃
借
物
の
独
立
し
て
い
な
い
単
な
る
共
同
使
用
の
た
め
の
委

譲
も
ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
に
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
賃
借
人
は
、
原
則
と
し
て
、
賃
貸
人
の
許
可
を
も
っ
て
の
み
、
継
続
し
て
当
該

住
居
に
第
三
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
結
果
と
し
て
出
て
く
る
」
（
83
）、

と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
地
方
裁
判
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
法
的
問
題
は
、
結
局
、「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
第
三
者
が
誰
で
あ
る

の
か
と
い
う
点
に
依
存
す
る
」
（
84
）、

と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
こ

の
規
定
の
意
味
と
目
的
、
す
な
わ
ち
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
賃
借
人
が
当
該
賃
借
住
居
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
当
該
使
用
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と
目
的
が
重
要
と
な

る
。
し
か
し
、
当
該
使
用
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
当
該
賃
借
住
居
に
つ
い
て
の
共
同
使
用
が
賃
借
人
の
兄
弟
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

の
根
拠
が
見
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
人
の
兄
弟
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
第
三
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
賃

借
人
は
、
原
則
と
し
て
、
賃
貸
人
の
許
可
な
し
に
、
彼
の
兄
弟
を
継
続
的
に
当
該
賃
借
住
居
に
受
け
入
れ
る
権
限
は
な
い
、
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
級
地
方
裁
判
所
の
関
係
す
る
論
述
を
た
ど
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
第
三
者
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
、
特
に
、
こ
の
規
定
の
意
味
と
目
的
に
し
た
が
っ
て
判

断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
は
、
ま
ず
第
一
に
、
他
の
契
約
当
事
者
が
賃
貸
人
に
無
理
や
り
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
か
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ら
賃
貸
人
を
保
護
す
る
た
め
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
賃
借
人
に
は
共
同
使
用
を
特
に
血
族
に
無
償
で
委
譲
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
は
、
立
法
手
続
き
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
立
法
者
は
、
そ
の
際
、
決
定
的
な
こ
と
と
し
て
、
使
用
賃
貸
借
関
係

は
相
互
の
信
頼
の
う
え
に
築
か
れ
た
債
務
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
賃
貸
人
は
当
該
賃
借
人
に
決
定
的
な
重
き
を
置
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入

れ
た
の
で
あ
る
」
（
85
）。

「
賃
借
人
は
誰
を
そ
の
賃
借
住
居
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
契
約
の
内
容
と

目
的
、
お
よ
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
解
釈
が
重
要
と
な
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
そ
の
住
居
へ
の
受
入
れ
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
、
し
た
が
っ

て
、
契
約
に
従
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
一
文
の
適
用
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
86
）。

「
住
居
に
関
す
る
使
用
賃
貸
借
契
約
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
、
反
対
の
合
意
が
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
賃
貸
借

契
約
は
、
取
引
の
観
念
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
七
条
）
に
対
応
し
て
、
賃
借
人
は
彼
の
兄
弟
を
受
け
入
れ
る
権
限
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
兄
弟
姉
妹
は
、
賃
貸
人
が
そ
の
受
入
れ
を
何
の
問
題
も
な
く
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
人
々
に
は
属
さ
な
い
。
兄

弟
姉
妹
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
取
引
の
観
念
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
賃
借
人
の
配
偶
者
や
子
供
と
の
関
連
に
お
い
て
通
常
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
賃
借
人
の
当
然
の
権
利
に
属
す
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
使
用
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
そ
の
住
居
に
つ
い
て
の
共

同
使
用
が
賃
借
人
の
兄
弟
ま
た
は
姉
妹
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
根
拠
が
見
出
さ
れ
な
い
場
合
、
こ
れ
ら
の
兄
弟
姉
妹
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五

四
九
条
一
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
第
三
者
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
は
、
原
則
と
し
て
、
賃
貸
人
の
許
可
な
し

に
、
彼
の
兄
弟
を
継
続
的
に
そ
の
住
居
に
受
け
入
れ
る
権
限
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
87
）。

九
九
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三
　
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
九
五
年
四
月
二
六
日
決
定
（
88
）

１
　
事
案
の
概
要
と
経
緯

本
決
定
も
ま
た
、
地
方
裁
判
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
あ
る
法
的
問
題
に
対
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た

決
定
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四
ｂ
条
一
項
お
よ
び
二
項
一
号
に
も
と
づ
く
賃
貸
人
の
通
常
の
解
約
告
知
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
二
項
に
も
と
づ

く
第
三
者
へ
の
使
用
の
委
譲
の
許
可
に
対
す
る
賃
借
人
の
請
求
権
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
決
定
で
あ
る
。

被
告
は
、
一
九
九
〇
年
八
月
に
、
父
親
の
権
利
の
承
継
人
と
し
て
、
本
件
住
居
に
関
す
る
原
告
と
の
使
用
賃
貸
借
関
係
に
入
っ
た
。
一
九
六
一
年

八
月
一
〇
日
付
の
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
に
は
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
の
同
意
を
も
っ
て
の
み
、
第
三
者
に
本
件
賃
借
空
間
の
使
用
を
委
譲
し
、
特

に
、
本
件
賃
借
空
間
を
転
貸
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
被
告
は
、
一
九
九
二
年
一
月
に
逮
捕
さ
れ
、
後
に
、
三
年
半

の
自
由
刑
を
申
し
渡
さ
れ
た
。

一
九
九
二
年
七
月
一
三
日
に
、
地
域
の
日
刊
新
聞
に
お
い
て
、
本
件
住
居
が
賃
貸
可
能
で
あ
る
と
広
告
が
出
さ
れ
、
原
告
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
た

後
に
、
被
告
の
訴
訟
代
理
人
は
、
一
九
九
二
年
七
月
二
三
日
、
被
告
が
周
知
の
理
由
か
ら
現
在
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
本
件
住
居
に

ひ
と
り
の
転
借
人
を
受
け
入
れ
た
い
旨
の
手
紙
を
原
告
に
書
き
、
一
九
九
二
年
八
月
一
日
か
ら
そ
の
転
貸
借
を
許
容
す
る
よ
う
に
依
頼
し
た
。
た
だ

し
、
そ
の
転
借
人
の
詳
細
な
資
料
は
そ
の
転
貸
借
が
許
容
さ
れ
た
後
に
遅
滞
な
く
送
付
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
一

九
九
二
年
八
月
四
日
に
、
転
貸
借
は
許
可
さ
れ
な
い
、
と
返
答
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
の
訴
訟
代
理
人
は
、
一
九
九
二
年
八
月
一
三
日
に
、
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被
告
が
そ
の
転
貸
借
に
つ
い
て
の
正
当
な
利
益
を
有
し
て
い
る
と
応
答
し
、
一
九
九
二
年
八
月
一
九
日
ま
で
に
最
終
的
な
態
度
決
定
を
す
る
よ
う
に

依
頼
し
た
が
、
原
告
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
述
べ
な
か
っ
た
。
被
告
は
、
一
九
九
二
年
一
二
月
一
〇
日
の
契
約
を
も
っ
て
、
訴
訟
代
理
人
の
代
理

で
、
三
つ
と
半
分
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
の
う
ち
の
二
つ
と
半
分
の
部
屋
を
、
一
九
九
三
年
一
月
一
日
か
ら
一
九
九
三
年
六
月
三

〇
日
ま
で
の
期
間
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者
に
賃
貸
し
た
の
で
あ
る
。

原
告
は
、
一
九
九
二
年
一
二
月
一
四
日
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
、
複
数
の
理
由
を
申
し
立
て
て
即
時
に
、
補
助
的
に
解
約

告
知
期
間
に
し
た
が
っ
て
解
約
告
知
し
た
後
、
特
に
、
一
九
九
三
年
一
月
一
日
か
ら
の
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
転
貸
借
を
理
由
に
、
本
件
住
居
の
明
渡

し
を
求
め
て
、
区
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。

区
裁
判
所
は
、
原
告
の
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。
被
告
は
、
囚
人
と
し
て
、
期
限
前
に
釈
放
さ
れ
る
場
合
の
た
め
に
、
比
較
的
手
頃
な
住
居

に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
人
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
請
求
権
を
有
し
、
こ
の
理
由
か
ら
、
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
転
貸
借
に
も
と

づ
く
契
約
上
の
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
通
常
の
解
約
告
知
も
ま
た
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
が
、
引
き
続
い
て
明
渡
し
を
請
求
し
た
。
そ
こ
で
、
地
方
裁
判
所
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級

地
方
裁
判
所
に
、
次
の
法
的
問
題
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
賃
借
人
が
、
第
三
者
に
使
用
を
委
譲
す
る
前
に
賃
貸
人
の
許
可
を
取
得
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
二
項
に
も

と
づ
い
て
、
賃
貸
人
に
よ
る
許
可
の
付
与
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
場
合
も
ま
た
、
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
一
項
お
よ
び
二

項
に
も
と
づ
い
て
、
第
三
者
へ
の
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
使
用
の
委
譲
を
理
由
と
し
て
、
有
効
に
解
約
告
知
さ
れ
う
る
の
か
」
（
89
）、

と
い
う
法
的
問
題
で

あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
こ
で
は
、「
使
用
の
委
譲
の
た
め
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
賃
借
人
の
請
求
権
は
、
す
で
に
、
無
権
限
の
使
用
の
委

一
〇
一
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譲
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
の
賃
貸
人
の
通
常
の
解
約
告
知
の
妨
げ
と
な
る
か
ど
う
か
」
（
90
）、

と
い
う
点
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

２
　
決
定
理
由

バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、
住
居
の
賃
借
人
が
第
三
者
に
賃
借
物
の
使
用
を
委
譲
す
る
前
に
賃
貸
人
の
許
可
を
取
得
す
る
こ

と
を
怠
っ
た
場
合
、
使
用
賃
貸
借
契
約
上
の
義
務
違
反
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
述
べ
た
。

そ
の
う
え
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
使
用
の
委
譲
の
た
め
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
二
項
に

も
と
づ
く
賃
借
人
の
請
求
権
は
、
許
可
な
し
に
使
用
を
委
譲
す
る
こ
と
の
な
か
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
義
務
違
反
が
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終

了
に
つ
い
て
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
一
項
、
二
項
一
号
の
意
味
に
お
け
る
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
排
除
す
る
こ

と
は
な
い
」
（
91
）、

と
論
じ
、
さ
ら
に
、「
賃
貸
人
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
請
求
権
の
存
在
は
、
個
々
の
事
案
の
審
理
の
枠
組
み
に
お
い
て
評
価
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
92
）、

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
四
九
条
一
項
の
立
法
趣

旨
、
す
な
わ
ち
、
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
賃
貸
人
の
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
賃
借
空
間
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
し
た
場
合
、
住
居
の
賃
借
人
が
行
っ
た
と
こ
ろ
の
契
約

上
の
義
務
違
反
は
、
そ
の
賃
借
人
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
二
項
に
も
と
づ
い
て
そ
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
掃
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
当
部
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
に
も
と
づ
く
即
時
解
約
告
知
に
関
し
て
下
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
一
九
九
〇
年
一
〇
月
二
六
日
の
決
定

に
お
い
て
、
そ
の
許
可
の
付
与
に
対
す
る
請
求
権
は
、
そ
の
許
可
自
体
の
代
わ
り
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
賃
借
人
に
そ
の
住
居
の
一
部
の
使
用
を
第

三
者
に
委
譲
す
る
権
限
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
相
互
の
信
頼
の
う
え
に
築
か
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
、
賃
貸
人
は

当
該
賃
借
人
に
決
定
的
な
重
き
を
置
い
た
と
こ
ろ
の
債
務
関
係
と
し
て
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
性
質
か
ら
、
・
・
・
・
他
の
契
約
当
事
者
が
賃
貸
人
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に
無
理
や
り
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
賃
貸
人
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
一
項
の
目
的
か
ら
結
果
と
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
固
く
保
持
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
二
項
に
お
い
て
契
約
当
事
者
の
対
立
す
る
諸
々
の
利
益
の
調
整
の
た
め
に
立
法

者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
規
整
を
意
識
的
に
無
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
契
約
違
反
が
重
要
で
あ
る
」
（
93
）。

Ⅴ
　
結
び
と
今
後
の
課
題

以
上
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
に
関
し
て
、
は
じ
め
に
、
そ
の
基
本
的
な
仕
組
み
を
把
握
し
た
う
え
で
、
基
本
的
な
仕
組

み
の
原
則
に
関
す
る
立
法
趣
旨
の
一
考
察
を
試
み
、
さ
ら
に
、
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
が
裁
判
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を

確
認
し
て
き
た
。

本
稿
の
考
察
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
一
項
に
も
と
づ
い
て
、
住
居
の
所
有
権
者
で
あ
る
賃
貸
人
は
、
賃
借
住
居

の
全
体
な
い
し
一
部
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
す
る
と
い
う
転
貸
権
限
を
賃
借
人
に
認
め
る
か
否
か
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
。
こ
れ
が

ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
次
の
よ
う
な
立
法
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
賃
貸
借
関
係
は
契
約
締
結
者
の
相
互
の
信
頼
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
使
用
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
賃
料

額
の
合
意
の
点
も
含
め
て
、
賃
借
人
の
個
人
的
な
性
質
、
賃
借
人
の
職
業
、
賃
借
人
の
生
活
の
仕
方
に
決
定
的
な
重
き
が
置
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

賃
貸
人
に
は
通
常
彼
の
意
思
に
反
し
て
転
借
人
が
無
理
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
賃
借
物
の
使
用
方
法
は
本
質
的
に
使
用

一
〇
三



住
居
の
転
貸
借
に
関
す
る
一
考
察
　
―
ド
イ
ツ
法
を
素
材
と
し
て
―

一
〇
四

者
の
人
格
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
転
借
人
に
よ
る
賃
借
物
の
契
約
に
反
す
る
使
用
が
危
惧
さ
れ
え
な
い
場
合
で
も
、
賃
貸
人
は
賃
借

物
の
使
用
の
委
譲
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
著
し
い
利
益
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
仕
組
み
の
原
則
は
、
そ
れ

に
関
す
る
立
法
趣
旨
も
含
め
て
、
裁
判
例
に
お
い
て
、
現
在
も
、
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
ま
さ
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
地
方

裁
判
所
一
九
九
五
年
四
月
二
六
日
決
定
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
点
は
固
く
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
後
は
、
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
転
貸
借
法
の
基
本
的
な
仕
組
み
の
例
外
に
あ
た
る
規
定
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五

五
三
条
に
関
す
る
裁
判
例
を
詳
細
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。
特
に
、
無
断
転
貸
を
理
由
と
す
る
賃
貸
人
の
無
催
告
の
解
除
権
を
例

外
的
に
制
限
す
る
法
理
が
形
成
さ
れ
て
い
る
日
本
法
と
は
異
な
り
、
住
居
の
賃
借
人
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
一
項
一
文
の
要
件
の
も
と
で
、
賃
貸
人

に
対
し
て
、
第
三
者
へ
の
賃
借
物
の
使
用
の
委
譲
の
た
め
の
許
可
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
と
も
に
、
住
居
の
賃
貸
人
は
、
同
条
同
項

二
文
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
第
三
者
へ
の
使
用
の
委
譲
の
た
め
の
許
可
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
ド
イ
ツ
法
に
関
す
る
裁
判
例
研
究
は
、

日
本
法
へ
の
示
唆
と
い
う
観
点
か
ら
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
三
条
に
至
る
ま
で
の
立
法
の
展
開
過
程
を

考
察
す
る
こ
と
も
ま
た
、
裁
判
例
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う
意
味
で
も
、
今
後
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

付
記

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
九
年
九
月
一
六
日
ま
で
の
期
間
で
行
っ
た
在
外
研
究(

a)

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
二
巻
　
　
第
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
〇
年
　
三
月
）

（
1
）
（
一
）
な
い
し
（
四
）
の
順
に
、
西
南
三
八
巻
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
五
頁
以
下
、
四
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
以
下
、
四
〇
巻
三
・
四
合
併
号

（
二
〇
〇
八
年
）
一
七
頁
以
下
、
四
一
巻
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
一
頁
以
下
。

（
2
）
原
田
純
孝
「
民
法
六
一
二
条
（
賃
借
権
の
無
断
譲
渡
、
無
断
転
貸
）」
広
中
俊
雄
・
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅲ
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
三
九
七
頁
。

（
3
）
最
判
昭
和
二
八
年
九
月
二
五
日
民
集
七
巻
九
号
九
七
九
頁
。

（
4
）
最
判
昭
和
三
〇
年
九
月
二
二
日
民
集
九
巻
一
〇
号
一
二
九
四
頁
、
最
判
昭
和
三
一
年
五
月
八
日
民
集
一
〇
巻
五
号
四
七
五
頁
。

（
5
）
民
法
六
一
二
条
の
立
法
の
経
緯
、
お
よ
び
、
判
例
、
学
説
の
展
開
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
注
（
2
）
三
九
八
頁
以
下
、
同
「
賃
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
」
星

野
英
一
編
『
民
法
講
座
　
第
五
巻
　
契
約
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
二
九
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
6
）

S
tau

d
in

g
e

r/V
o

lk
e

r
E

m
m

e
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,
J

.
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d
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e
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n
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g

e
r
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m
i
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E
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h

r
u

n
g

s
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e
s
e
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u
n
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N
e
b
e
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g
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e
tz

e
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B
u

c
h

2
R

e
c
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t
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e
r

S
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u
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ä
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5
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5
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6
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d
,2006,
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553；

M
ü

n
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K
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m
B

G
B

/H
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s-Jü
rgen

B
ieb

er,M
ü

n
c
h

e
n

e
r

K
o

m
m

e
n

ta
r

z
u

m
B

ü
r
g

e
r
lic

h
e
n

G
e
s
e
tz

b
u

c
h

B
a

n
d

3
,5.A

u
fl.,2008,

540,
553；

Jü
rgen

S
on

n
en

sch
ein

,

“U
n

terverm
ietu

n
g

u
n

d
son

stige

G
ebrau

ch
sü

berlassu
n

g
an

D
ritte

”,P
a

r
tn

e
r

im
G

e
s
p

r
ä

c
h

,23,1986,S
.167ff.

等
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
わ
が
国
の
既
存
の
研
究
と
し
て
は
、
基
本
的
な
仕
組
み

の
原
則
に
関
し
て
、
五
十
嵐
清
・
山
之
内
一
夫
「
不
動
産
賃
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
の
自
由
性
に
つ
い
て
―
そ
の
比
較
法
的
考
察
―
（
一
）」
北
法
八
巻
一
・
二
合
併
号

（
一
九
五
七
年
）
二
頁
以
下
、
鈴
木
禄
弥
「
ド
イ
ツ
法
」
有
泉
亨
編
『
借
地
借
家
法
の
研
究
―
比
較
法
的
考
察
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
八
年
）
六
九
頁
以
下
を

参
照
し
た
。
な
お
、
太
田
昌
志
「
賃
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
に
関
す
る
一
考
察
―
旧
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
九
条
の
制
定
と
賃
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
に
お
け
る
賃
貸
人
の
承
諾
の
法
的

構
成
―
」
新
報
一
一
三
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
八
四
頁
以
下
も
あ
る
。

（
7
）
な
お
、
日
本
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
賃
借
権
の
譲
渡
、
す
な
わ
ち
、
従
来
の
賃
借
人
が
、
そ
の
地
位
を
譲
受
人
に
移
転
し
、
自
ら
は
賃
貸
借
関
係
か
ら
離
脱
す
る
法
的
関

係
は
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
賃
借
人
の
交
替
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
五
十
嵐
・
山
之
内
・
前
掲
注
（
6
）
四
頁
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
は
取
り
扱
わ
な
い
。

（
8
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.8,
553

R
n

.1.

（
9
）
な
お
、
転
貸
借
契
約
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
三
五
条
以
下
の
意
味
に
お
け
る
通
常
の
賃
貸
借
契
約
で
あ
り
、
転
貸
借
契
約
の
効
力
は
、
賃
貸
人
の
許
可
に
は
依
存
し
な
い
。

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.25.

賃
貸
人
の
許
可
は
、
そ
れ
が
転
貸
借
契
約
の
当
事
者
に
よ
っ
て
当
該
契
約
の
成
立
の
た
め
の
条
件
と
さ
れ
た
場
合
に
の

み
、
転
貸
借
契
約
の
有
効
性
の
た
め
の
前
提
と
な
る
。S

on
n

en
sch

ein
(F

n
.6),S

.173.

（
10
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.2,3,24;M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

540
R

n
.3.

（
11
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.1;M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

553
R

n
.1.

§
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§
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五
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住
居
の
転
貸
借
に
関
す
る
一
考
察
　
―
ド
イ
ツ
法
を
素
材
と
し
て
―

一
〇
六

（
12
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.177.

（
13
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.9;M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

540
R

n
.1,3.

（
14
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.9,31.

（
15
）

B
G

H
N

JW
1987,1692,S

.1693;B
ayO

bL
G

Z
1995,162,S

.165.

（
16
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.9.

（
17
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.173.

（
18
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.10.

し
か
し
、
賃
借
人
自
ら
に
許
容
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
目
的
で
の
転
貸
借
は
、
一
般
的
な
許
可
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け

ら
れ
な
い
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。S

tau
d

in
ger/E

m
m

erich
(F

n
.6),

540
R

n
.10.

（
19
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.10.

（
20
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.8.

（
21
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.8;M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

540
R

n
.1,

553
R

n
.1.

（
22
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.1.

（
23
）

M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

540
R

n
.1.

（
24
）
な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
四
〇
条
二
項
は
、「
賃
借
人
が
そ
の
使
用
を
第
三
者
に
委
譲
し
た
場
合
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
が
そ
の
委
譲
の
た
め
の
許
可
を
与
え
た
と
き
に
も
、
そ

の
使
用
の
際
の
第
三
者
の
責
め
に
帰
す
る
故
意
、
過
失
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」、
と
規
定
し
、
賃
借
人
が
賃
借
物
の
使
用
を
委
譲
し
た
と
こ
ろ
の

第
三
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
賃
借
人
の
履
行
補
助
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。S

tau
d

in
ger/E

m
m

erich
(F

n
.6),

540
R

n
.1.

（
25
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.1.

（
26
）

M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

540
R

n
.2,

553
R

n
.3;S

tau
d

in
ger/E

m
m

erich
(F

n
.6),

540
R

n
.1,

553
R

n
.1.

（
27
）

M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

540
R

n
.1.

（
28
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
553

R
n

.4,5;M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

553
R

n
.7.

（
29
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
553

R
n

.5.

（
30
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
553

R
n

.3,6.

な
お
、
②
の
要
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
困
難
な
解
釈
問
題
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

§ §

§
§

§
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西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
二
巻
　
　
第
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
〇
年
　
三
月
）

点
に
つ
い
て
は
、S

tau
d

in
ger/E

m
m

erich
(F

n
.6),

553
R

n
.6;M

ü
n

ch
K

om
m

B
G

B
/B

ieber(F
n

.6),
553

R
n

.6

を
参
照
。

（
31
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
553

R
n

.3,6;S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.178.

（
32
）

S
tau

d
in

ger/E
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m
erich
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.6),
553
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n

.3.

（
33
）
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d
in
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m
erich
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n

.6),
553

R
n

.2,4;S
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n
en
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ein

(F
n

.6),S
.178.

（
34
）

S
tau
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in
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m

m
erich
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.6),
553

R
n

.4;M
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n
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K
om
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G
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/B
ieber(F

n
.6),

553
R

n
.7;S
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n

en
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ein
(F

n
.6),S

.178.

（
35
）

B
G

H
Z

92,213,S
.219.

こ
の
点
は
、
す
で
に
、
拙
稿
・
前
掲
注(

1)

四
〇
巻
二
号
二
三
頁
以
下
、
四
三
頁
注(

28)

で
触
れ
た
。
ま
た
、S

on
n

en
sch

ein
(F

n
.6),S

.178

も
参
照
。

（
36
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
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R
n

.12,13.
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）
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in
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erich
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n
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n
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ein
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.180.

（
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）
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tau

d
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m

m
erich
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.6),
553

R
n

.1.
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）
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erich
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.6),
553

R
n

.18.

（
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）
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erich

(F
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.6),
553

R
n

.18.

（
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）
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tau
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.6),
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R
n
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K
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（
42
）

S
tau

d
in

ger/E
m

m
erich

(F
n

.6),
540

R
n

.1,8,9,31,
553

R
n

.10;M
ü

n
ch

K
om

m
B

G
B

/B
ieber(F

n
.6),

540
R

n
.1,21,

553
R

n
.1,5,12.

（
43
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.169.

（
44
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.169;

W
ern

er
S

ch
u

b
ert,

“V
om

p
reu

■isch
en

M
ietrech

t
zu

m
M

ietrech
t

d
es

B
G

B

”,G
e
d

ä
c
h

tn
is

s
c
h

r
ift

fü
r

J
ü

r
g
e
n

S
o
n

n
e
n

s
c
h

e
in

,2003,S
.29.

（
45
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.169.

（
46
）

V
olker

E
m

m
erich

,

“D
er

W
ech

seld
es

M
ieters

im
lau

fen
d

en
M

ietverh
ältn

is

”,
P

a
r
tn

e
r

im
G

e
s
p

r
ä

c
h

,70,2005,S
.96f.

（
47
）

S
ch

u
bert(F

n
.44),S

.29;S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.169;E

m
m

erich
(F

n
.46),S

.96.

（
48
）
帝
国
司
法
庁
準
備
委
員
会
も
含
め
、
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
児
玉
寛
・
大
中
有
信
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
資
料
一
覧
」
石
部
雅
亮
編

『
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
ｖ
頁
以
下
、
石
部
雅
亮
「
ド
イ
ツ
民
法
典
編
纂
史
概
説
」
同
書
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
49
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.169.

§
§

§
§

§
§ § § § § §

§
§ § § §

§
§

一
〇
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一
〇
八

（
50
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.169;S

ch
u

bert(F
n

.44),S
.29.

（
51
）

S
ch

u
bert(F

n
.44),S

.28;S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.169.

（
52
）

S
o

n
n

en
sch

ein
(F

n
.6

),S
.1

6
9

;
E

m
m

erich
(F

n
.4

6
),S

.9
7

;
M

ü
n

ch
K

o
m

m
B

G
B

/W
alter

S
ch

illin
g,M

ü
n

c
h

e
n

e
r

K
o

m
m

e
n

ta
r

z
u

m
B

ü
r
g

e
r
lic

h
e
n

G
e
s
e
tz

b
u

c
h

B
a

n
d

3
,4.A

u
fl.,2004,

540
R

n
.2;S

ch
u

bert(F
n

.44),S
29.

（
53
）

B
en

n
o

M
u

gd
an

,
D

ie
g
e
s
a

m
m

te
n

M
a

te
r
ia

lie
n

z
u

m
B

ü
r
g
e
r
lic

h
e
n

G
e
s
e
tz

b
u

c
h

fü
r

d
a

s
D

e
u

ts
c
h

e
R

e
ic

h
II.

B
a

n
d

R
e
c
h

t
d

e
r

S
c
h

u
ld

v
e
r
h

ä
ltn

is
s
e
, 1899,S

.L
X

X
II.

（
54
）

S
on

n
en

sch
ein

(F
n

.6),S
.170.

（
55
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.844.

（
56
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.844f.

（
57
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.845.

（
58
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.845.

（
59
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.845.

（
60
）
こ
の
賃
貸
人
の
「
同
意
」
と
い
う
概
念
は
、
第
二
委
員
会
編
集
会
議
決
議
暫
定
集
成
に
も
と
づ
く
草
案
の
文
言
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
賃
貸
人
の
「
許
可
」
と
い
う
概

念
と
取
り
替
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、S

on
n

en
sch

ein
(F

n
.6),S

.172

を
参
照
。

（
61
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.846.

（
62
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.846.

（
63
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.845.

（
64
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.845f.

（
65
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.846.

（
66
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.846.

（
67
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.846.

（
68
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.846.

（
69
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.L

X
X

II
f.

§



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
二
巻
　
　
第
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
〇
年
　
三
月
）

（
70
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
児
玉
・
大
中
・
前
掲
注(

48)

xi
頁
参
照
。

（
71
）

M
u

gd
an

(F
n

.53),S
.1250.

（
72
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

1982,481.

（
73
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.481.

（
74
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.482.

（
75
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.481f.

（
76
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.483.

（
77
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.485.

（
78
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.486.

（
79
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.486.

（
80
）

O
L

G
H

am
m

O
L

G
Z

(F
n

.72),S
.487.

（
81
）

B
ayO

bL
G

Z
1983,285.

（
82
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.81),S

.286.

（
83
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.81),S

.287.

（
84
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.81),S

.288.

（
85
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.81),S

.288.

（
86
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.81),S

.288.

（
87
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.81),S

.289.

（
88
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.15).

（
89
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.15),S

.163.

（
90
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.15),S

.164.

（
91
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.15),S

.166.

（
92
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.15),S

.167.

一
〇
九
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（
93
）

B
ayO

bL
G

Z
(F

n
.15),S

.166.


